
　第１表

　　　　                                                                                       2026 年
サービスの種類　FTTHアクセスサービス（自己設置）

事業者名

10Mb/s 100Mb/s 200Mb/s 1Gb/s 10Gb/s 100Mb/s 200Mb/s 1Gb/s 10Gb/s
北海道 0 88,206 170,160 491,343 27,463 777,172 125,007 22,414 163,235 8,143 318,799 1,095,971 50,881
青森県 0 22,373 50,038 138,374 1,931 212,716 8,835 2,185 16,687 243 27,950 240,666 24,853
岩手県 0 26,785 56,915 143,045 2,013 228,758 13,742 2,057 16,684 294 32,777 261,535 19,916
宮城県 0 38,215 88,394 211,662 22,783 361,054 53,215 8,495 66,188 4,118 132,016 493,070 24,390
秋田県 0 23,580 47,514 103,218 1,254 175,566 7,782 1,312 11,047 188 20,329 195,895 21,641
山形県 0 28,910 50,269 112,679 2,646 194,504 9,194 1,537 14,169 313 25,213 219,717 25,060
福島県 0 50,799 79,527 207,284 3,591 341,201 20,766 4,100 35,609 480 60,955 402,156 52,352
茨城県 0 52,593 105,840 321,198 13,749 493,380 30,325 6,886 56,720 1,729 95,660 589,040 25,745
栃木県 0 36,976 70,692 196,408 8,889 312,965 15,458 5,124 41,473 1,360 63,415 376,380 9,060
群馬県 0 50,194 80,517 212,414 14,410 357,535 15,593 5,154 42,787 1,739 65,273 422,808 892
埼玉県 0 104,852 201,846 563,182 102,530 972,410 195,574 19,244 175,424 15,000 405,242 1,377,652 5,675
千葉県 0 91,171 188,867 503,001 73,339 856,378 160,570 24,772 198,990 15,692 400,024 1,256,402 10,150
東京都 0 172,586 317,977 887,902 156,559 1,535,024 733,277 98,871 820,264 67,211 1,719,623 3,254,647 4,571

神奈川県 0 113,356 232,099 648,948 113,073 1,107,476 336,828 42,633 350,727 29,030 759,218 1,866,694 0
新潟県 0 47,936 98,459 224,520 8,711 379,626 24,505 5,014 35,790 975 66,284 445,910 13,738
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 0 20,176 33,879 87,038 1,095 142,188 10,103 2,134 20,413 338 32,988 175,176 2,062
長野県 0 44,889 74,811 207,570 1,854 329,124 22,545 4,160 35,730 313 62,748 391,872 11,912
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合      計 0 1,013,597 1,947,804 5,259,786 555,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,777,077 1,783,319 256,092 2,101,937 147,166 0 0 0 0 0 0 0 4,288,514 13,065,591 302,898

事 業 者 数： 契   約   数：

事 業 者 数： 契   約   数：

　            最大
              速度
 都道
 府県

小計 小計 ＩＲＵ

様式第８（第２条第１項関係）

電気通信役務契約等状況報告
都道府県別態様別最大速度別契約数

態様

区分

合計
共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるもの以外のもの 共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるもの

NTT東日本株式会社

　3　月　31　日　現在

   10　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

　 ５　最大速度とは、契約約款等に定める最大通信速度をいう。

　 ６　地方公共団体からＩＲＵ（Indefeasible Right of User：破棄し得ない使用権）により調達した設備によりサービスを提供している場合には、「ＩＲＵ」の欄に契約数を再掲すること（毎報告年度末時点の契約数を報告する場合に限る。）。

   ７　注２及び注４に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。

   ８　「都道府県」の欄に記載する都道府県の順序は、日本工業規格都道府県コードの番号の順序によること。

   ９　記載する都道府県及び最大速度の数に応じ、項及び欄を適宜増減すること。

　３　他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、提供する卸電気通信役務が他の電気通信事業者から提供を受ける卸電気通信役務の場合（共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を
　　含めて提供を受ける場合に限る。）には、当該提供する卸電気通信役務を受けて他の電気通信事業者が提供する契約数を自らの契約数として含めないこと。

　４　共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるＦＴＴＨアクセスサービスを提供する電気通信事業者以外の者に対し、当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する場合には、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る契約数を自らの契約数として報告すること。
　　ただし、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る契約数を把握していない場合には、当該者が当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数を自らの契約数として報告することとし、「参考事項」の項にその旨を記載すること。

注１　光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置して提供するＦＴＴＨアクセスサービス及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続して提供するＦＴＴＨアクセスサービスごとに別葉とすること。

　２　他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合（共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含めて提供している場合に限る。以下この様式において同じ。）には、当該電気通信事業者が当該卸電気
　　通信役務を受けて提供する契約数を自らの契約数として含めること。なお、当該電気通信事業者の契約数を、当該電気通信事業者の各契約者の住所に基づき都道府県別に把握できる場合には、当該都道府県ごとに自らの契約数として含めることとし、当該電気通信事業者
　　の契約数を当該都道府県別に自らの契約数に含めているもの及びそうでないものごとに、「参考事項」の項に当該電気通信事業者の数及び契約数の合計数を記載すること。

参　考　事　項

卸先事業者（注２）

各契約者の住所に基づき都道府県別に契約数を計上しているもの

各契約者の住所に基づき都道府県別に契約数を計上していないもの　


